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共通事項

認定所得金額は、提出いただく書類をもとに教育委員会事務局で算定します

奨学生申込資格に関する所得基準

１ 募集要項に定める申込資格のうち所得に関しては、本人と生計を一にする世帯員の１年

間の認定所得金額が別表１の所得基準額以下であることが必要です。

別表１ 収入基準額

２ 前項の認定所得金額とは、本人と生計を一にする世帯員個人ごとに、１年間の総収入金

額を次の(ｱ)、(ｲ)により計算した所得金額(Ａ)の合計額から、別表２の特別控除額(Ｂ)を

控除した金額をいう。

所得金額 (Ａ)

(ｱ) 給与所得の場合

(注) 万円未満は切り捨て。

(注) 年間総収入金額は「所得額等証明書」に記載の給与収入額とする。

(ｲ) 給与所得以外の場合

営業等所得、農業所得、雑所得（公的年金等）については、「所得額等証明書」に記載

の所得金額とする。

区 分 所得基準額

(備考)

世帯人員が８人を超える場合は、

１人増すごとに 20 万円を世帯人員

８人の所得基準額に加算する。

世

帯

人

員

２人

３人

４人

５人

６人

７人

８人

２８２ 万円

３２８ 万円

３５５ 万円

３８２ 万円

４０２ 万円

４２２ 万円

４４２ 万円

年間総収入金額 給与所得金額

３２９万円以下の場合 ０円

３３０万円以上４００万円以下の場合 収入金額×０.８－２６３万円

４０１万円以上８７８万円以下の場合 収入金額×０.７－２２３万円

８７９万円以上の場合 収入金額－４８６万円
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別表２ 特 別 控 除 額 表

備考 １ (a)欄の「(2)就学者のいる世帯であること」の控除は、申込者本人を除く世帯員

を対象とする控除である。該当する場合は控除額算出表を提出すること。

２ (b)欄は、申込者本人のみを対象とした控除である。

３ 該当する特別な事情が２以上ある場合は、それらの控除額をあわせて控除する

ことができる。

区分 特別の事情 特 別 控 除 額 （Ｂ）

(a)

世

帯

を

対

象

と

す

る

控

除

(1)母子･父子家庭である

こと。
４９万円

(2)就学者のいる世帯で

あること。

(児童･生徒･学生 1人につき)

※申込者本人を除く

小 学 校 ８万円

中 学 校 １６万円

自宅通学 自宅外通学

高等学校 ２８万円 ４７万円

高等専門学校 ３６万円 ５５万円

大 学
国・公立 ５９万円 １０２万円

私 立 １０１万円 １４４万円

専修学校
国・公立 ２２万円 ６２万円

私 立 ７２万円 １１２万円

(3)障害者のいる世帯で

あること。

障害者１人につき ８６万円

(障害者手帳の写しなどの証明書類必要)

(b)

本と

人す

をる

対控

象除

予約採用(令和 6 年 4 月に

進学を予定する学生が、奨

学金貸与を申請する場合)

(1) 高等学校等に進学する予定である

場合

２８万円

(2) 大学、短期大学又は専修学校に進学

する予定である場合

５９万円

在学採用(すでに在学して

いる学生が、奨学金貸与を

申請する場合)

本表「(a)世帯を対象とする控除」の(2)欄で、該当す

る学校及び通学区分に記載されている金額
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奨学金貸与手続きの流れ

申請者 教育委員会事務局

問い合わせ

〒946-8601 魚沼市小出島９１０番地（本庁舎３階）

魚沼市教育委員会事務局 学校教育課 奨学金担当

電話：(０２５)７９３-７４５２ FAX ：(０２５)７９２-１２６１

E-mail gakkokyoiku@city.uonuma.lg.jp

12/11～1/19 厳守

奨学金貸与申請書の提出

成績証明書

住民票・所得額等証明書

在学貸与者は在学証明書

進学者は卒業（見込）証明書、合格通知

書（写、発行後の提出可）

推薦調書（ふるさと回帰育英奨学金の場合）

作文（ふるさと回帰育英奨学金の場合）

控除額算出表・給与等支払（見込）額

証明書（該当する場合）

＜未提出者のみ＞

合格通知書（写）提出

4/19 まで

貸与必要書類提出

奨学金借用証書

連帯保証人２名の印鑑証明書添付

進学届または在学証明書

奨学金口座振込依頼書

＜翌年継続貸与者＞

翌年 3月

現況報告書（在学証明書添付）提出

書類確認

審査

2月 教育委員会審議

採用候補者内定

2月末までに 採用内定通知

（在学貸与の方及び進学校に合格してい

る方には貸与決定通知）

書類確認後、採用決定

3月末までに貸与決定通知

貸与に必要な書類提出依頼

書類確認

口座登録

5/24 貸与開始

4月分を 5月分と一緒に振込

以後、毎月 25日振込

現況報告書確認、貸与継続

5/25 4 月分を 5月分と一緒に振込

（毎年 4月は振込みがありません。）

mailto:gakkokyoiku@city.uonuma.lg.jp


別紙１

所 得 額 等 証 明 書

魚 沼 市 長 様

申請者(奨学生の保護者)

住 所

氏 名

奨学生氏名

魚沼市奨学金及び魚沼市ふるさと回帰育英奨学金貸与申請書類として、奨学生と生計を一にす

る世帯員の令和５年度（令和４年分）の収入額、所得額を証明願います。

（申請方法）太枠内に、世帯員のうち証明の得られる方全員の氏名、生年月日を記入し、税務課（本庁舎

１階）又は北部事務所、北部事務所入広瀬分室窓口で証明を受けてください。

上記のとおり相違ないことを証明します

令和 年 月 日

魚沼市長 内 田 幹 夫 □印

氏 名 生年月日
奨学生から

見た続柄
給与収入額

公的年金

所 得 額

左記以外の

所 得 額

大 昭 平

年 月 日 円 円 円

大 昭 平

年 月 日 円 円 円

大 昭 平

年 月 日 円 円 円

大 昭 平

年 月 日 円 円 円

大 昭 平

年 月 日 円 円 円

大 昭 平

年 月 日 円 円 円

大 昭 平

年 月 日 円 円 円

大 昭 平

年 月 日 円 円 円

魚沼市奨学金・魚沼市ふるさと回帰育英奨学金



別紙２

控 除 額 算 出 表

この表は、認定所得金額を算定する際の特別控除額のうち、「(a)世帯を対象とする控除額」を

決定するために必要となるものです。

あなたの世帯に該当する項目がありましたら、必要事項を記入のうえ、申請書に添付してくだ

さい。

申請者（奨学生）氏名：

(1) 母子・父子 家庭である

※該当する場合は、どちらかを○で囲んでください。

(2) 就学者のいる世帯である（現時点での状況を記入してください。）

※１ 続柄は申請者（奨学生）からみた関係を記入してください。

※２ 就学している学校が、予備校、防衛･海上保安大学校、職業訓練校の場合は記入しないで

ください。

※３ 自宅外とは自宅を離れ、アパート等から通学している場合をいいます。

(3) 障害者のいる世帯 該当の場合、その人数 人

※ 障害者手帳の氏名、住所、級種がわかる部分をコピーして添付してください。

同

一

生

計

の

就

学

者

続柄

※１
氏 名

学 校 情 報
学年

※２

通学別

(該当する方に○)

※３
公･私立の別 学 校 名

自宅・自宅外

自宅・自宅外

自宅・自宅外

自宅・自宅外

自宅・自宅外



控 除 額 算 出 表

この表は、認定所得金額を算定する際の特別控除額のうち、「(a)世帯を対象とする控除額」を

決定するために必要となるものです。

あなたの世帯に該当する項目がありましたら、必要事項を記入のうえ、申請書に添付してくだ

さい。

申請者（奨学生）氏名： 魚 沼 太 郎

(1) 母子・父子 家庭である

※該当する場合は、どちらかを○で囲んでください。

(2) 就学者のいる世帯である（現時点での状況を記入してください。）

※１ 続柄は申請者からみた関係を記入してください。

※２ 就学している学校が、予備校、防衛･海上保安大学校、職業訓練校の場合は記入しないで

ください。

※３ 自宅外とは自宅を離れ、アパート等から通学している場合をいいます。

(3) 障害者のいる世帯 該当の場合、その人数 人

※ 障害者手帳の氏名、住所、級種がわかる部分をコピーして添付してください。

同

一

生

計

の

就

学

者

続柄

※１
氏 名

学 校 情 報
学年

※２

通学別

(該当する方に○)

※３
公･私立の別 学 校 名

弟 魚沼 次郎 公立 小出中学校 ３ 自宅・自宅外

姉 魚沼 市子 私立 東京ﾃﾞｻﾞｲﾝ専門学校 １ 自宅・自宅外

自宅・自宅外

自宅・自宅外

自宅・自宅外

記入例



（令和 5年１月以降新たに就職または転職した場合に必要な書類です） 別紙３

魚沼市奨学金・ふるさと回帰育英奨学金貸与申請用

給与等支払（見込）額証明書

（単位：円）

※令和５年１月から１２月までの支払（見込）額を記入してください。

氏 名

年 月 生

就職年月日

年 月 日

支払月 給与等支払（見込）額

控 除 額

摘 要
所得税 社会保険料

合 計

令和 5年中の給与等（見込）額について、上記のとおり証明します。

令和 年 月 日

事業主 氏名 ㊞

電話（ － － ）


